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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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規 則
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○都市計画道路の変更 （都市計画課取扱い）２

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス事業者の指定 （鹿児島地域振興局取扱い）２

選 挙 管 理 委 員 会 告 示

○直接請求の連署に必要な有権者の数（※） （選挙管理委員会取扱い）２

公 安 委 員 会 告 示

○遊技機の型式の検定の告示 （生活安全企画課取扱い）４

官報報告規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年12月23日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第78号

官報報告規則の一部を改正する規則

官報報告規則（昭和30年鹿児島県規則第102号）の一部を次のように改正する。

第１条中「掲載すべき事項（」を「掲載することができる事項（官報の発行に関する法律

（令和５年法律第85号）第４条第２項第３号に掲げる事項をいう。」に改める。

第４条第１項中「３部（条例に係る原稿については，４部）を所定の様式によりタイプで浄

書」を「を作成」に改める。

第５条中「２部（条例に係る原稿については，３部）」を削り，「あて」を「宛て」に改め，

同条後段を削る。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

鹿児島県告示第745号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により，指宿市開聞土地改良区の

役員の就任及び退任について次のとおり届出があった。

令和７年12月23日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 就任した役員の氏名及び住所

理事 田中 健一 指宿市開聞仙田1496番地

理事 今福 重友 指宿市開聞仙田1961番地１
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理事 物袋 唱二 指宿市開聞十町4611番地

理事 川畑 貢 指宿市開聞上野2403番地４

理事 鐘撞 正和 指宿市開聞十町1108番地１

理事 七夕 直樹 指宿市開聞仙田2651番地

監事 原村 秀光 指宿市開聞十町1137番地１

監事 松澤 敏秀 指宿市開聞十町5201番地８

（任期 令和７年９月25日から令和11年９月24日まで）

２ 退任した役員の氏名及び住所

理事 田中 健一 指宿市開聞仙田1496番地

理事 今福 重友 指宿市開聞仙田1961番地１

理事 物袋 唱二 指宿市開聞十町4611番地

理事 川畑 貢 指宿市開聞上野2403番地４

理事 荒田 重信 指宿市開聞仙田2519番地１

理事 鐘撞 望 指宿市開聞十町1167番地

監事 原村 秀光 指宿市開聞十町1137番地１

監事 松澤 敏秀 指宿市開聞十町5201番地８

鹿児島県告示第746号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規

定により，次の都市計画を変更した。

なお，当該都市計画の図書を，同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定

により，鹿児島県土木部都市計画課において公衆の縦覧に供する。

令和７年12月23日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 都市計画の種類及び名称

 種類 国分都市計画道路

 名称 １・３・１号隼人国分線

２ 都市計画を変更した土地の区域

変更した部分

霧島市国分広瀬の一部

鹿児島地域振興局告示第９号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

令和７年12月23日

鹿児島地域振興局長 南靖子

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

障がい者短期入 いちき串木野市 ＪＥＣ株式会社 いちき串木野市 神村 裕之 令 和 ７ 年 短 期 入 所

所ひまわり 長崎町１番地２ 曙町49番地１ ４ 月 １ 日

相談支援事業所 日置市伊集院町 一般社団法人福 日置市伊集院町 勝田 一生 令 和 ７ 年 自 立 生 活

アイランド 妙 円 寺 三 丁 目 Ｃｉｔｙ 妙 円 寺 三 丁 目 ４ 月 １ 日 援 助

2240番地８ 2240番地８

鹿児島県選挙管理委員会告示第51号

地方自治法（昭和22年法律第67号）及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31

年法律第162号）の規定に基づく次の表の左欄に掲げる直接請求の連署に要する選挙権を有す

選 挙 管 理 委 員 会 告 示
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る者の数は，それぞれ同表の右欄に掲げるとおりである。

なお，令和７年９月24日鹿児島県選挙管理委員会告示第35号（直接請求の連署に必要な有権

者の数）は，廃止する。

令和７年12月23日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 松下良成

左 欄 右 欄

地方自治法第74条第１項に基づく条例（地方税の賦 25,791

課徴収並びに分担金，使用料及び手数料の徴収に関

するものを除く。）の制定又は改廃の請求の連署に要

する選挙権を有する者の総数の50分の１の数

地方自治法第75条第１項に基づく県の事務の執行に

関する監査の請求の連署に要する選挙権を有する者

の総数の50分の１の数

地方自治法第76条第１項に基づく議会の解散の請求 261,192

の連署に要する選挙権を有する者の総数の80万を超

える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１

を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

地方自治法第80条第１項に基づく議会の議員の解職 鹿児島市・鹿児島郡区 148,460

の請求の連署に要する各選挙区における選挙権を有 鹿屋市・垂水市区 30,217

する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超 枕崎市区 5,266

え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に 阿久根市・出水郡区 7,704

６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて 出水市区 13,959

得た数とを合算して得た数，その総数が80万を超え 指宿市区 10,391

る場合にあってはその80万を超える数に８分の１を 西之表市・熊毛郡区 10,600

乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40 摩川内市区 24,898

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数） 日置市区 12,716

曽於市区 8,969

霧島市・姶良郡区 36,055

いちき串木野市区 7,214

南さつま市区 8,702

志布志市・曽於郡区 10,985

奄美市区 12,799

南九州市区 8,749

伊佐市区 6,413

姶良市区 21,291

摩郡区 5,226

肝属郡区 8,915

大島郡区 15,197

地方自治法第81条第１項に基づく知事の解職の請求 261,192

の連署に要する選挙権を有する者の総数の80万を超

える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１

を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

地方自治法第86条第１項に基づく副知事，選挙管理

委員，監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求

の連署に要する選挙権を有する者の総数の80万を超

える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１

を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第

１項に基づく教育委員会の教育長又は委員の解職の

請求の連署に要する選挙権を有する者の総数の80万

を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分

の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た

数とを合算して得た数

鹿児島県公安委員会告示第132号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

令和７年12月23日

鹿児島県公安委員会委員長 鑪野孝清

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ｅＡぷらねっとアポロＧＯ２－Ｘ 豊丸産業株式会社 510903

ぱちんこ遊技機 Ｐ／Ｒｅ：ゼロから始める異世界 株式会社大都技研 4P1864

生活ｓｅａｓｏｎ２／Ｍ０４

ぱちんこ遊技機 Ｐ／Ｒｅ：ゼロから始める異世界 株式会社大都技研 5P0968

生活ｓｅａｓｏｎ２／Ａ１０

ぱちんこ遊技機 ｅ牙狼トリプルバーストＲＦ 株式会社サンセイアー 510971

ルアンドディ

ぱちんこ遊技機 Ｐ攻殻機動隊ＳＡＣ＿２０４５Ｌ 株式会社ディ・ライト 410950

ＴＤ－ＶＳ

回胴式遊技機 Ｌ虚構推理ＳＴ 株式会社ディ・ライト 5S1217

公 安 委 員 会 告 示


